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一般社団法人緑の循環認証会議（ＳＧＥＣ）の設立と 

 ＳＧＥＣ認証制度の見直しについて 

 

   この度、ＳＧＥＣは、１２月１４日に総会を開催し、持続可能な森林経

営を広く普及し循環社会の構築に向け、より完成度の高い認証制度へ

の発展を目指して、組織の一般社団法人化と認証制度の見直し・改善を

決議し、ＳＧＥＣ認証制度として次のステージに歩を進めることとなりまし

た。 

 

 さて、現行の『緑の循環』認証会議（ＳＧＥＣ）は、資源循環型社会の実

現を目指し、森林・林業・木材産業界はもとより、環境ＮＰＯ、経済界、研

究者など７４団体等の参画を得て、2003年に、国内認証制度として設立さ

れました。 

 現在、ＳＧＥＣ認証制度は、発足後８年が経過しましたが、約90万ＨＡの

認証森林とその認証森林から生産された木材の流通・管理を担う約４００

のＣｏＣ管理事業体のもとで、認証材のネットワークを組織し、様々な国

産認証製品を提供しております。 

 このような中、認証森林及び認証材の流通・管理を担うＣｏＣ管理事業

体は、ほぼ全国に分布し、本制度を全国的に展開していく基盤はおおむ

ね構築されたものと考えております。 

 しかし、今日、制度の基礎的基盤を構築する段階から、制度の本格的

な普及・定着を推進する段階を迎え、より完成度の高い制度を目指した

見直し・改善が課題となっておりました。 



  

 このような状況のなか、２０年度には、「ＳＧＥＣ森林認証制度検討委員

会」を設置し制度的課題と組織戦略について報告書を策定し、２１年度及

び２２年度には作業部会を設置して同報告書に基づき具体的な見直し検

討作業を実施してまいりました。 

 

今般、１２月１４日に 開催した新法人の総会において、２０年度以来

の検討結果を踏まえ、次に示す事項を概要とする認証制度の見直し・改

善を決議したところであります。 

 その１点目としては、ＳＧＥＣの組織について、現行の任意団体から、

非営利型の一般社団法人に改め（１1月２４日設立登記）、その運営につ

いては、正会員として各界のステークホルダー方々の入会を求めるととも

に、この制度の発展を支援していただく賛助会員への入会を広く求める

ことといたしました。 

また、現行制度で規定する「評議会」を第３者機関としての性格を有す

るアドバイス機関に改組し「評議委員会」として存続させることと致しまし

た。 

 その２点目としては、認証制度について、ＳＧＥＣが公正・公平・公開の

手続きのもとで認証スキームを策定し、認証機関は独立の機関としてＳＧ

ＥＣが定めた認証スキームに基づき適合性評価に関する国際基準に準じ

た認証業務手順のもとで公平・公正に認証業務を行うシステムと致しまし

た。 

 その３点目としては、認証規格（森林管理認証基準・指標・ガイドライン

及びＣｏＣ認証ガイドライン）について、認証実績、各ステークホルダーの

意見、更に、改正政府間プロセスはもとより、国際認証管理機関の認証



規格との比較検証を行い、その見直しを行いました。 

  更に、今後の問題として、世界の森林認証がＦＳＣとＰＥＦＣに二極化

する中で、今回の制度見直しによる改善認証システムの普及・定着を図

り、次の段階として、ＳＧＥＣ認証制度のアイデンティティーの堅持を前提

に、国際森林認証制度との相互承認について検討を進めることと致しま

した。 

 

 今後、ＳＧＥＣが、認証制度の見直し・改善を円滑に進め、求められる役

割を十全に果たしていくためには、各界各層の方々のご支持をいただか

なければなりません。 

 つきましては、各位の新生ＳＧＥＣ認証制度に対するご支援・ご協力を

賜りますことを心からお願い申し上げます。 
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